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資
源
は
有
限

　

地
球
上
の
資
源
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

消
費
す
る
ば
か
り
で
は
、
い
ず
れ
無
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
う
な
る
前
に
、
ご
み
そ
の
も
の
を

生
み
出
す
シ
ス
テ
ム
や
暮
ら
し
・
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
自
然
界
か
ら
採
取
す
る
資
源

を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
て
、
そ
れ
を

無
駄
な
く
使
い
、
廃
棄
す
る
も
の
を
最

小
限
に
抑
え
る
、
そ
ん
な
「
循
環
型
社

会
」
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
今
、
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

３
Ｒ
で
暮
ら
し
を
見
直
す

　

現
在
、日
本
全
国
で
「
循
環
型
社
会
」

を
目
指
し
て
３
Ｒ
（
ス
リ
ー
ア
ー
ル
）

の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

３
Ｒ
と
は
、
リ
デ
ュ
ー
ス
（
Ｒ
ｅ
ｄ

ｕ
ｃ
ｅ
）、
リ
ユ
ー
ス
（
Ｒ
ｅ
ｕ
ｓ
ｅ
）、

リ
サ
イ
ク
ル
（
Ｒ
ｅ
ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｅ
）
の

頭
文
字
を
取
っ
た
環
境
に
優
し
い
社
会

を
つ
く
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。

　

３
Ｒ
に
は
取
り
組
み
を
進
め
る
順
番

が
あ
り
ま
す
。
一
番
重
要
な
最
初
の
取

り
組
み
が
リ
デ
ュ
ー
ス
（
発
生
抑
制
）

で
す
。
最
近
で
は
も
う
一
つ
の
Ｒ
と
し

て
リ
デ
ュ
ー
ス
に
並
べ
ら
れ
る
リ
フ
ュ

ー
ズ
（
断
る
）
も
加
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。（
図
）

　

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
暮
ら
し
の

中
で
で
き
る
こ
と
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

３
Ｒ
を
浸
透
さ
せ
る

　

市
で
は
３
Ｒ
の
取
り
組
み
を
知
っ
て

も
ら
う
た
め
、
小
さ
な
子
ど
も
を
対
象

に
し
た
「
エ
コ
エ
コ
紙
芝
居
」、
小
学

　

７
月
１
日
㈮
か
ら
平
成
28
年
度
の
免

除
・
猶
予
の
申
請
受
け
付
け
が
始
ま
り

ま
す
。
免
除
や
猶
予
が
認
め
ら
れ
る
期

間
は
、
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。
申
請
日

時
点
か
ら
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き
ま
す
。

免
除
制
度

　

免
除
に
は
「
全
額
免
除
」
と
保
険
料

の
一
部
を
納
付
す
る「
４
分
の
３
免
除
」

「
半
額
免
除
」「
４
分
の
１
免
除
」
が
あ

り
ま
す
。（
表
）

　

全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免
除
の
期
間

は
、
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
、
障

害
年
金
や
遺
族
年
金
を
受
け
る
際
は
、

納
付
期
間
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
は
、
▼
本
人
、
世
帯
主
、
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
人

（
表
）
▼
失
業
ま
た
は
事
業
を
廃
止
し

た
人
▼
災
害
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
人

で
す
。

納
付
猶
予
制
度

～
対
象
者
が
50
歳
未
満
に
拡
大
～

　

申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険
料

を
後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
平
成
37
年
６
月
ま
で
の
時
限
措
置
）。

　

こ
れ
ま
で
の
対
象
者
は
、
20
歳
以
上

30
歳
未
満
で
し
た
が
、
７
月
１
日
か
ら
、

対
象
者
が
50
歳
未
満
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
の
拡
大
に
伴
い
、
制
度
の
名

称
が
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」
か
ら

生
を
対
象
に
し
た
「
環
境
学
習
」、
大

人
や
事
業
所
を
対
象
に
し
た
「
ご
み
懇

談
会
」
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
集
ま
る
場
所
に
出
張
し
ま

す
。
詳
細
は
清
掃
事
業
課
へ
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

ご
み
排
出
量
は
有
料
化
後
最
小

　

平
成
26
年
度
の
ご
み
の
排
出
量
は
、

平
成
16
年
の
ご
み
の
一
部
有
料
化
以
降

最
少
で
し
た
。
平
成
27
年
度
も
微
減
し
、

２
年
連
続
減
少
し
ま
し
た
。
１
人
１
日

当
た
り
の
ご
み
の
排
出
量
も
２
年
連
続

で
減
少
し
て
い
ま
す
。（
表
）

　

今
後
も
、
ご
み
の
適
正
処
理
や
減

量
・
資
源
化
の
取
り
組
み
に
、
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

分
別
方
法
な
ど
で
困
っ
た
と
き
は
、

清
掃
事
業
課
へ
相
談
く
だ
さ
い
。

環
境
に
や
さ
し
い

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ

国
民
年
金
保
険
料

免
除
・
猶
予
制
度

循
環
型
社
会
を
目
指
す
３
Ｒ
の
取
り
組
み

平
成
28
年
度
の
受
け
付
け
は
７
月
１
日
か
ら

　
私
た
ち
が
生
活
を
し
て
い
く
上
で
、
ご
み
は
必
ず
発
生
す
る
も
の
で
す
が
、
廃

棄
す
る
も
の
を
最
小
限
に
抑
え
る
生
活
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
失
業
や
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
に
は
、
保
険
料
の
免
除
・
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
清
掃
事
業
課
（
西
24
北
４
、
☎
37
・
２
３
１
１
）

問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
戸
籍
住
民
課
国
民
年
金
係
（
市
庁
舎
１
階
、
☎
65
・
４
１
４
３
）、

帯
広
年
金
事
務
所
（
西
１
南
１
、
☎
25
・
８
１
１
３
）

問
い
合
わ
せ

保育所でのエコエコ紙芝居

リフューズ（断る）Refuse
　・�マイバックを持参し、レジ袋は
　　もらわない
　・�必要のないものは断る（過剰包装、

割り箸、スプーンなど）

この他、リサイクルされた製品を選んで
使うことや、コンポストを利用した生ご
みの堆肥化など、できることから取り
組みましょう。

リデュース（発生抑制）Reduce
　・�詰め替えのできる製品を選んで買う
　・�料理の作りすぎによる食べ残しを

なくす
　・�食材を最後まで使い切る

リユース（再使用）Reuse
　・�修理をして使う
　・捨てずに必要な人に譲る

リサイクル（再生利用）Recycle
　・�資源ごみを正しく分別排出する
　・�資源集団回収に参加する
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59,00659,006
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ごみの排出量（ｔ）　　　１人１日当たりの排出量（ｇ）

平成16年度
有料化

平成16年度
有料化

減少

表　帯広市のごみ排出量

「
納
付
猶
予
制
度
」
に
変
わ
り
ま
す
。

　

納
付
を
猶
予
し
た
期
間
は
、
老
齢
基

礎
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

受
給
資
格
期
間
に
は
算
入
さ
れ
、
障
害

年
金
や
遺
族
年
金
を
受
け
る
際
は
、
納

付
期
間
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
は
50
歳
未
満
（
平
成
28
年
６

月
以
前
の
期
間
は
、
30
歳
未
満
で
あ
っ

た
期
間
が
対
象
）
で
、
▼
本
人
と
配
偶

者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
人

（
表
）
▼
失
業
ま
た
は
事
業
を
廃
止
し

た
人
▼
災
害
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
人

で
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　

①
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
②
申
請
に
来
る
人
の
本
人
確
認

が
で
き
る
も
の
（
免
許
証
、
保
険
証
な

ど
）
③
印
鑑
④
平
成
26
年
12
月
31
日
以

降
に
離
職
し
た
場
合
は
、
離
職
票
、
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
辞
令
な
ど
の

書
類
（
過
年
度
分
の
申
請
を
す
る
場
合

は
、
離
職
し
た
期
間
が
変
わ
り
ま
す
）

⑤
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
委
任
状

追
納
制
度

　

免
除
・
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
と
き
に
比
べ
、

受
け
取
る
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

（
表
）
こ
れ
を
補
う
た
め
に
、
そ
の
期

間
か
ら
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
年
金
の

受
給
前
に
限
り
、
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
納
め
る
と
年
金
額
は

減
少
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
３
年
度
目

以
降
に
納
め
る
場
合
は
、
当
時
の
保
険

料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
額
が
加
算

さ
れ
ま
す
。

　

追
納
を
希
望
す
る
場
合
は
年
金
事
務

所
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

所得基準�（目安） 受け取る年金額の割合�����������������������
（全額納めた場合との比較）

全額免除 （扶養親族等の数+1）
×�35万円+22万円 2分の１

3/4免除
（1/4納付）

78万円
+扶養親族等控除額
+社会保険料控除額など

8分の5

半額免除������
（半額納付）

118万円
+扶養親族等控除額
+社会保険料控除額など

8分の6

1/4免除������
（3/4納付）

158万円
+扶養親族等控除額
+社会保険料控除額など

8分の7

納付猶予 （扶養親族等の数+1）
×�35万円+22万円

追納しないと反映しません
（受給資格期間に含まれます）

未　　納 反映しません
（受給資格期間に含まれません）

表　免除・猶予制度の所得基準と年金額に反映する割合

減額された保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますので注
意してください。

図


